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広場の

 大門上池調節池広場は、
 2 2 （ 、

）と し、外から人を 込 い
の場

 地 住 が 々な や くりができ
る場

の を として、 に する 調
節池（大門上池調節池）内に 備さ た施設で、
2021 4 り供用さ ています。

 大門上池調節池は、 止等の 施設
としての を しており、 等に り
する があります。あくまでも調節池としての

が であるため、広場の利用を する場
合があります。

 広場の利用者は、調節池としての が な広
場であることを 分理 ･了 したう でご利用い
ただくものとします。

(( ))での 用利用

上 広場
(2019(2019年年年101010月月)(2019(2019年年年101010月月)
の 能

イベントでの 用利用
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利用 広場利用までの

前 等

•利用 の前に
予 内 に

まで 前
く

※ 約 き状 確
も 、 くとも
利用 日の約3
前までには一
前 いただく

ことを します。
※調 ･ 等を

に めるため、
広場の利用イ
等の かる 料

を に 前 く
ださい。

利用 ･

•利用 の
時 で 利用ル ル
に 内 に

に
を ます

• に
団体

に 利用承
諾ま は利用 可
を ます
※利用 の場合、
利用 に合
せて利用料
を発行･ 付します。
また、利用 の

日 は
ン 料の と
なります。

利用 等

•利用承諾の 日
14日以内

日は に
利用料金

を く
•利用内 に
の 場

合は 利用日までに
に の

用を く

※利用 を けた
実施内 に が
生 た場合は、
やかに まで
ご ください。

広場利用

•広場利用中は 利用
承諾 を く

※ 込 内 を
し、準備･片付けも
含め広場利用 の
全管理や
の を

ください。
※ 法や

等を、イ
ベント等 に
る 者に
ください。

※広場利用後は、利
用前の状態 の原
状 を実施くだ
さい。

利用

•所 の に
を 記 の

上 まで
く

• を 用 場合は
前 合

く
※イベント開催

ト等を 作
さ る場合は、

後日 まで
PDF 等にて

をお い
いたします。

•所
付 を 内に

まで く
（E ･

･FAX･ ）
※ 込 利用

日の る月の
2 月前の月

(例) 11 利用 9 30日

利用 込
イベント等
利用箇所

込団体 要
約 な

利用利用 日利用承諾利用利用 月2 月前利用 3 月前まで

※ する
2 2でのJ

や日本 表 等の
合日 調 状

に り、 約 き状
の確 ができない場合
があります。

※ 約 き日がある場合、
内 に っては 込
後でも実施 なも

のもございますので、
必要に て ま
でご ください。

※原則として、利用
の 前は、 者
や開催 等は実施

できません。や を
ず 前から ･
等の必要のある場合は、
必ず まで 前
ください。

※準備･片付けも含め、広
場利用 に きた
･ ･ト ･
その他 に

する行 は、広場利用
者にて 任を って
いただきます。

※開催内 に て必要
な法 に く ･
備･保 所等 の
･ 等は、広

場利用者の 任におい
て確 ･実施ください。

※開催内 に た保
の は必ず実施く

ださい。
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利用可能

草地広場草地広場 (草地広場 ( 8,500m8,500m28,500m2) 舗装広場舗装広場 (舗装広場 ( 16,000m16,000m216,000m2)

舗装広場
イベント等 開催可能

イベントの 可
能

草地広場
イベント等 開催可能

ベキ ･キャ
ン に る 利用 可

広場

2 2
▼

 左 と なる利用をご の場合は、利用 込 前
に必ず 前 ください。ただし、ご に な
い場合もございますので、 めご了 ください。
 外 ン の 物や開催 外での

付 の設置等の がある場合は、
置 等の 付 料を に 前 ください。

 広場全体の専用利用でない場合（一部の専用利用の
場合）は、 ンを設置する等、利用箇所を
明 ください。

 ･上 ･ 等の設備はございませんので、必
要に て広場利用者にてご準備ください。また、
広場利用内 ･ に て必要な 設トイ の設
置を広場利用者側にて実施ください。

 に る ･ は の する にて
行ってください。なお、 は10 とします。
 や の ン ン 等は

の を るものは禁 ます。ま
た、 イ が残る等の 行行 も禁 ます。

 場者等の 理･ や 備等は、広場利用者
の 任と において実施ください。 に、広場利
用に して、他の や 施設 の にな
る 上 や他 地 の無 等が発生しない
う ください。

 を けた上で専用利用する舗装面に
を設けることは ですが、広場利用内 に

て必要となる 施設の 用や 内 、
備等は広場利用者にて実施ください。

 や を す行 を行う場合は、広場利用者にて
明を 分に実施ください。なお、22時から翌

8時までの間は、準備･片付けも含め ･ を う
行 は一 禁止とします。
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供用日･料金等

広場の供用日･時間

利用料金
▼利用料金(税込)

利用箇所 市内団体 市外団体

舗装広場
全体利用 (約16,000㎡) ¥140,000 ¥280,000
半面利用 ( 約8,000㎡) ¥70,000 ¥140,000

草地広場
全体利用 ( 約8,000㎡) ¥40,000 ¥80,000
半面利用 ( 約4,000㎡) ¥20,000 ¥40,000
その他 無料

▼供用時間
4月～8月 7:00～18:00

9月～10月 7:00～17:00
11月～12月 7:00～16:30

1月 7:00～17:00
2月～3月 7:00～17:30

▼キャンセル料
開催日の30日前まで 利用料の30％

上記以降 利用料の100％

▼供用日
年中無休

※準備･片付け等も含め、左記の供用時間外に広場を
利用する場合は予め承諾を受ける必要がございま
す。この場合、供用時間外における門扉の施錠管
理等はイベント主催者側にて実施いただきます。
また、本広場には照明設備が無いので、広場利用
者にて必ず照明等で明るさを確保ください。

※前項の供用時間外の広場利用も含め、原則として
準備･片付け等を除くイベント等開催可能時間は9
時～22時とします。

※市内団体料金は、法人は市内に登記（本店または支店）のある場合、
任意団体（実行委員会等）は所在地が市内住所である場合に適用し
ます。

※門扉を全て施錠して専用利用（広場全体を専用し、一般利用を禁
止）する場合は、使用箇所が一部であっても全体利用が必要となり、
この場合の利用料は、舗装広場全体＋草地広場全体の金額となりま
す。

※準備･後片付けがイベント等を開催する前日や翌日等にまたがり、前
述の供用時間内にその作業が発生もしくは設置物等が残存した状態
となる場合は1日（もしくは0.5日）に換算し、上表の利用料が必要
となります。なお、イベント当日については0.5日という取扱いはあ
りません。

例) 前日20時から準備(0.0)＋イベント等当日(1.0)＋当日23時に撤去完了(0.0)＝利用料1.0日分
前日12時から準備(0.5)＋イベント等当日(1.0)＋翌日07時に撤去完了(0.0)＝利用料1.5日分
前日10時から準備(1.0)＋イベント等当日(1.0)＋翌日09時に撤去完了(0.5)＝利用料2.5日分
前日14時から準備(0.5)＋イベント等当日(1.0)＋翌日15時に撤去完了(1.0)＝利用料2.5日分

前々日12時から準備(1.5)＋イベント等当日(1.0)＋翌日12時に撤去完了(0.5)＝利用料3.0日分



6大門上池調節池広場の専用利用について（イベント等での専用利用の場合）

禁止事項等

①調節池の機能を妨げること。
②広場を損傷し、又は汚損すること。
③法令又は公序良俗に反する、またはその恐れがあること。
④撤去が不可能な物件を設置すること。
⑤土地の形質を変更すること。
⑥反社会的勢力の活動を助長し、又は反社会的勢力の運営に資する恐れ
のあること。

⑦布教活動、宗教活動、政治活動、違法なセールス、悪質な勧誘を目的
としたこと。

⑧マルチ商法、無限連鎖商法等に関すること。
⑨喫煙すること
⑩動物を放し飼いすること。ただし、イベント等専用利用の場合で、承
諾を受けたものについては除きます。

⑪許可なく竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
⑫鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
⑬火気を使用すること。ただし、イベント等専用利用の場合で承諾を受
けたものは除きます。

⑭許可なく専用利用すること。
⑮立入禁止場所に立ち入ること。
⑯供用時間外に利用すること。ただし、イベント等専用利用の場合で承
諾を受けたものは除きます。

⑰ごみその他汚物を投棄・放置すること。
⑱自動車（原付自転車等含む）にて通行し、駐車すること。ただし、承
諾を受けたものは除きます。

⑲無人航空機（ドローン等）を飛行･操縦すること。ただし、イベント
等専用利用の場合で承諾を受けたものは除きます。

⑳その他危険な行為や他人に迷惑のかかる行為をすること。

禁止事項 利用承諾の解除及びイベント等の中止もしくは停止
次の場合、利用承諾の解除又はイベント等の中止もしくは停止とさせ

ていただきます。なお、市及び美園タウンマネジメントは、利用承諾の
解除又はイベント等の中止もしくは停止により生じる一切の損害を負わ
ないものとさせていただきますので、予めご了承ください。
①左記の「禁止事項」に該当すると認められた場合。
②申込書に虚偽の記載があった場合。
③所定の期日までに利用料の支払いがない場合。
④災害･感染症流行等の不可抗力により広場の利用が不可となった場合。
⑤急な修繕工事が必要となった場合など、広場の管理運営上やむを得な
い事由が生じた場合。

⑥イベント等の開催3日前12時の時点で次の状況の場合。
広場が冠水しており、イベント等開催日までに水位の下がる目
途が立っていない。
イベント等の開催日に大雨･大雪･暴風･暴風雪･洪水のいずれか
の警報の可能性がさいたま市に発令されている。

⑦イベント等の開催期間中に広場が冠水している、もしくは大雨･大雪･
暴風･暴風雪･洪水のいずれかの警報がさいたま市に発令された場合。

⑧イベント等の主催者が当広場の「利用ルール」に定める事項に違反し
た場合。

⑨市や美園タウンマネジメント、美園地区周辺施設の信用を失墜する事
由が生じた場合。
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